
 

 

 

令和６年（行ウ）第３８６号 国葬関連文書「不存在」決定処分取消等請求事件 

原  告  特定非営利活動法人Ｔａｎｓａ 

被  告  国（処分行政庁：内閣官房内閣総務官、内閣府大臣官房長） 

 

証 拠 説 明 書 (5) 

 

令和７年１２月１６日  

 

東京地方裁判所民事第３部Ａ２係 御中 

 

被告指定代理人    志  水  崇  通 

鬼  頭  忠  広 

鈴  木  吉  憲 

藤  牧  高  浩 

岡  田  健  斗 

富  永  健  嗣 

岸     彩  子 

林     花  梨 

渡  邉  栄  璃 

栁  澤  泰  洋 

村  松     剛 

松  下  謙  祐 

山  本  幹  人 
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略語等は、準備書面等の例による。 

号 証 
標    目 

（作成者） 

作 成 

年月日 
立  証  趣  旨 

乙１１

の１ 

内閣の機関 

（内閣官房） 

写し 令和 

7.8 

内閣総務官室を含む内閣官房の

機構図 

乙１１

の２ 

凡例 

（内閣官房） 

写し 令和 

7.8 

上記機構図に係る凡例 

乙１２ 

 

内閣府本府組織図 

（内閣府） 

 

写し 

 

令和 

7.8 

内閣府本府の機構図 

乙１３ 内閣官房行政文書

ファイル保存要領 

（内閣官房） 

写し 平成 

31.3.28 

最終改正 

内閣官房における行政文書ファ

イル等の保存場所 

乙１４ 

 

 

 

報告書 

（元内閣官房内閣

総務官室内閣参事

官西澤能之） 

原本 

 

令和 

7.12.16 

本件開示請求１があった際の対

象文書の探索の状況等 

乙１５ 内閣府本府行政文

書ファイル保存要

領 

（内閣府） 

写し 令和 

4.5.30 

最終改正 

内閣府における行政文書ファイ

ル等の保存場所 



 

 

 

乙１６ 

 

 

 

 

報告書 

（元内閣府大臣官

房故安倍晋三国葬

儀事務局参事官富

永健嗣） 

原本 

 

令和 

7.12.15 

本件開示請求２があった際の対

象文書の探索の状況等 

 


